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第１章 一般共通事項 

 

第１節 一般事項 

 

１ 目的  

この挙動観測仕様書（以下「仕様書」 という。）は、指定管理施設において、施設の良

好な維持、円滑な施設運用を行うため、施設の挙動観測業務に関する仕様を定め、当該業

務を合理的かつ効率的に執行することを目的とする。 

(1) 仕様書は本市と指定管理者で別途締結する基本協定、年度協定、その他覚書等（以下

「 協定等」という。）に基づく契約事項に準ずるもので、規定する内容を遵守し履行

しなければならない。 

(2) 協定等及び仕様書による契約によって得た情報は漏らしてはならない。 

 

２ 適用範囲 

本仕様書に基づくものとする。 

 

３ 負担の範囲 

(1) 挙動観測に必要な工具、測量機器等の機材は、設備に付属して設置されているものを

除き、指定管理者の負担とする。 

 

４ 挙動観測計画書 

(1) 指定管理者は、協定等及び仕様書に基づく指定期間内の挙動観測計画書（以下「計画

書」という。）を事前に本市へ提出し、承認を得なければならない。 

(2) 本市が、提出された計画書について補足・修正を求めた場合は、これに従い追記・修

正を行い、本市が定めた期日までに再提出し、本市の承認を得なければならない。 

(3) 指定管理者は提出した計画書を遵守し、履行しなければならない。 

なお、計画書には次の事項を記載しなければならない。 

① 計測内容 

② 計測頻度 

③ 計測方法 

④ 挙動観測組織体制 

⑤ 安全管理 

⑥ 緊急時の挙動観測体制及び対応方法 

⑦ その他必要な事項 

(4) 計画書の内容に変更が生じた場合は、事前に本市と協議を行い、変更計画書を本市に
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提出し、本市の承認を得なければならない。 

５ 挙動観測報告書 

(1) 指定管理者は各年度挙動観測終了後速やかに挙動観測報告書（以下「報告書」という。）

を本市に提出しなければならない。 

(2) 報告書は、協定等及び仕様書に規定された内容及び計画書の内容の結果が確認できる

ものとすること。 

(3) 経年変化の取りまとめ 

各計測結果及び測量結果を表やグラフ等を利用して整理し、経年変化をわかりやす

く取りまとめること。 

(4) 継手開き量の確認と将来予測 

初期値及び過年度に検討実施した継手間隔（開き）の将来予測値、また設定された

管理基準値との比較及び確認を行い、取得したデータを用いて継手開きの将来予測を

行うこと。 

(5) 計測の課題や問題点の整理 

評価検討内容を整理し計測等を継続することについての課題や問題点を考察する

こと。 

       

６ 挙動観測に関る履行確認 

(1) 指定管理者は本市が行う挙動に関る履行確認（以下「履行確認」という。）を 1年に 1

回以上受けなければならない。 

(2) 履行確認の日時は、別途協議を行う。 

(3) 指定管理者は履行確認により改善指導等を受けた場合は、速やかにその原因を究明し、

対処等を書面により本市に報告すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

第２節 挙動観測内容等 

 

１ 挙動観測用基準点 

本市の指定する基準点とする。 

 

２ 咲洲トンネル計測及び測量 

(1) 計測工(1) 

① 自動計測データの収集、分析 

咲洲トンネル路線下に設置されている自動計測器（地震計、鉄筋計、ひずみ計、

温度計、変位計、土圧計、地盤反力計、間隙水圧計）のデータ（データは咲洲換

気所に設置されているコンピュータ「以下、パソコンという」に蓄積されている）

を収集、分析すること。なお、港区側換気所周辺地盤データについては、指定管

理者において現地にデータ収集用のパソコンを設置し、データの取得を行うこと。 

      

 

図 1.1 既設自動計測システム概要図（参考） 

○ 既設システム仕様（参考） 
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 PC：デスクトップ型パーソナルコンピュータ（DELL 製） 

 基幹ソフト：情報化施工管理システム（計測リサーチコンサルタント製） 

 その他仕様 

 
 地震計作動トリガー：0.64gal（それ以上の加速度感知の場合、自動的

に波形を観測するシステム 

② せん断キーの応力計測 

咲洲行側 10 号継手のせん断キーに設置した応力計測計（ひずみゲージ）のデータ

（計測器の設置してあるメモリーカードに蓄積されている）を出力し、収集すること。 

 

図 1.2 既存システム概要図（参考） 

○ 既設応力計測仕様（参考） 

 既設ひずみゲージ：溶接型防水ゲージ 

○ データの収集方法 

 自動的にマイコンピューター内にデータファイルを作成、通常の操作で媒

体に保存（テキストデータ形式で計測データを保存） 

 

(2) 計測工(2) 

陸上トンネル継手部の開き量を確認するために、スケール等により陸上トンネル継

手に設けた測点を計測すること。なお、計測の実施に際しては、鉄道の管理区域を通

行することとなるため、本市と大阪メトロの手続き完了後に大阪メトロと調整を行う

こと。 

 測点数 48箇所(別紙参照) 

 

(3) 計測工(3) 

沈埋トンネル継手部の開き量を確認するために、避難通路側に設置した仮測点の間

隔をスケール等により計測すること。また、計測工（１）の自動計測データで整理し
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た水平変位計による計測結果と比較し、相互関係について整理すること。 

 測点数 44箇所(別紙参照) 

 

(4) 計測工(4) 

沈埋トンネル継手部の開き量を確認するために、南港行き、港区行きの 9 号、10 号

継手の上下部 8箇所を対象とし、超音波探査等により継手間距離を計測すること。 

 

(5) 計測工(5) 

咲洲側換気所周辺地盤の沈下状況を確認するため沈下計測を行うこと。 

 測定方法  層別沈下計による沈下計測（計測深さ約 200ｍ） 

 

(6) 水準測量 

① 観測内容 

観測点は別紙図面のとおりとし、測量の精度は 3 級とする。 

② 測量機器の検定 

本業務に使用する機器については、「国土交通省公共測量作業規定」に定める検

定に関する技術を有する第３者機関の検定を受けたものであることとし、同機関

の発行する検定証明書を成果品に添付して提出すること。 

 

(7) 基準点測量 

① 観測内容 

別紙図面に示す本市の指定する基準既知点を電子基準点により GPS 観測するこ

と。なお、測量の精度は 1 級及び 3 級とする。（別紙図面参照）また、別紙図面の

とおり港区及び南港換気所の測点並びに道路上に設置されている測点の多角測量

を行うこと。なお、測量の精度は 3 級及び 4 級とする。（別紙図面参照） 

② 観測時期 

(6)水準測量、(8)三次元光波測量を実施する前に１回観測すること。 

③ 測量機器の検定 

本業務に使用する機器については、「国土交通省公共測量作業規定」に定める検

定に関する技術を有する第３者機関の検定を受けたものであることとし、同機関

の発行する検定証明書を成果品に添付して提出すること 

 

(8) 三次元光波測量 

① 観測内容 

観測点は(6)水準測量と同一とする。 

観測点の測量は、近傍に基準点を設置し、あるいは既に設置されている基準点
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から放射法により行うものとし、観測は次表を標準とする。 

区 分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定 

方 法 1 対回 1 対回 2 回測定 

較差の許容範囲 40″ 60″ 5mm 

近傍の基準点の測量は、(7)基準点測量にて測量された基準点を与点とし、4 級

の精度で行うものとする。 

② 測量機器の検定 

使用する機器については、「国土交通省公共測量作業規定」に定める検定に関す

る技術を有する第 3 者機関の検定を受けたものであることとし、同機関の発行す

る検定証明書を成果品に添付して提出すること。 

 

３ 夢咲トンネル計測及び測量 

(1) 三次元光波測量 

① 観測内容 

観測点は別紙図面のとおりとする。観測点の測量は、近傍に基準点を設置し、

あるいは既に設置されている基準点から放射法により行うものとし、観測は次表

を標準とする。 

区 分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定 

方 法 1 対回 1 対回 2 回測定 

較差の許容範囲 40″ 60″ 5mm 

近傍の基準点の測量は、(3)基準点測量にて測量された基準点を与点とし、4 級

の精度で行うものとする。 

② 測量機器の検定 

使用する機器については、「国土交通省公共測量作業規定」に定める検定に関す

る技術を有する第 3 者機関の検定を受けたものであることとし、同機関の発行す

る検定証明書を成果品に添付して提出すること。 

 

(2) 水準測量 

① 観測内容 

観測点は別紙図面のとおりとし、観測点の測量は近傍の水準点を与点として 3

級の精度で行うこと。 

② 測量機器の検定 

使用する機器については、「国土交通省公共測量作業規定」に定める検定に関す

る技術を有する第３者機関の検定を受けたものであることとし、同機関の発行す

る検定証明書を成果品に添付して提出すること。 
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(3) 基準点測量 

① 観測内容 

別紙図面に示す本市の指定する基準既知点を電子基準点により GPS 観測するこ

と。なお、測量の精度は 3 級とする。 

また、別紙図面のとおり道路上などに設置されている測点の多角測量を行うこ

と。なお、測量の精度は 4 級とする。 

② 観測時期 

(1)三次元光波測量及び(2)水準測量を実施する前に１回観測すること。 

③ 測量機器の検定 

使用する機器については、「国土交通省公共測量作業規定」に定める検定に関す

る技術を有する第３者機関の検定を受けたものであることとし、同機関の発行す

る検定証明書を成果品に添付して提出すること。 

 

(4) 計測機器の動作確認及び計測 

① 計測箇所 

計測箇所については、図面のとおりとする。 

② 計測機器の規格 

計測機器の規格は、計測機器一覧表及び図面のとおりとする。 

③ 計測方法等 

 計測を開始する前に既設計測機器の動作確認を実施し、調査職員に報告するこ

と。 

 層別沈下計（電磁誘導式）、間隙水圧計（MP システム）、挿入式傾斜計（深度

方向１ｍピッチで縦断方向及び横断方向の計測）については、各計測地点にお

いて、手動計測を行うものとする。 
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４ 計測期間、計測頻度 

計測期間及び計測頻度は次表のとおりとし、計測時期については監督職員の承諾を得る

こと。 

咲洲トンネル計測及び測量 

名称等 期 間 計測回数 摘 要 

計測工(１) 
夏季及び冬季 

 
2 回  

計測工(２) 夏季及び冬季 2 回  

計測工(３) 夏季及び冬季 2 回  

計測工(４) 夏季及び冬季 2 回  

計測工(５) 年度中 1 回  

水準測量 年度中 1回 
3 年/1 回（令和 9

年度） 

基準点測量 年度中 1回 
3 年/1 回（令和 9

年度） 

三次元光波測量 年度中 1回 
3 年/1 回（令和 9

年度） 

 

夢咲トンネル計測及び測量 

名称等 期 間 計測回数 摘 要 

Ｓ１工区 年度中 1回  

Ｓ２工区 年度中 1回  

Ｓ３工区 年度中 1回  

Ｓ４工区 年度中 1回  

Ｓ６工区 年度中 1回  

Ｓ８工区 年度中 1回  

Y１工区 年度中 1回  

Y２工区 年度中 1回  

Y３工区 年度中 1回  

基準点測量 年度中 1回  

水準測量 年度中 1回  

三次元光波測量 年度中 1回  

継手相対変位計測 年度中 1回  
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夢咲トンネル計測機器一覧表 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Ｓ1工区計測  

  周辺地盤 

   層別沈下計 

   間隙水圧計 

 

 

電磁誘導式 

ＭＰシステム 

式 

式 

個 

個 

1 

1 

10 

7 

 

 

周辺地盤層別沈下 

周辺地盤水位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Ｓ2工区計測 

  周辺地盤 

   挿入式傾斜計 

 

 

式 

式 

箇所 

1 

1 

1 

 

 

周辺地盤側方変位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Ｓ3工区計測 

  周辺地盤 

   層別沈下計 

   間隙水圧計 

 

 

電磁誘導式 

差動トランス 

式 

式 

個 

個 

1 

1 

3 

2 

 

 

周辺地盤層別沈下 

周辺地盤水位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Ｓ4工区計測 

  基礎地盤 

層別沈下計 

間隙水圧計 

  周辺地盤 

   挿入式傾斜計 

 

 

摺動抵抗式 

差動トランス式 

 

式 

式 

個 

個 

式 

箇所 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

 

 

基礎地盤の変位 

基礎地盤の被圧水 

 

周辺地盤側方変位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Ｓ6工区計測 

  基礎地盤 

層別沈下計 

  周辺地盤 

 

 

摺動抵抗式 

 

式 

式 

個 

式 

1 

1 

4 

1 

 

 

基礎地盤の変位 

 

電位測定 年度中 1回  
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   挿入式傾斜計 箇所 1 周辺地盤側方変位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Ｓ8工区計測 

  周辺地盤 

   挿入式傾斜計 

 

 

式 

式 

箇所 

1 

1 

2 

 

 

周辺地盤側方変位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Y1工区(A1)計測 

  基礎地盤 

層別沈下計 

 

 

摺動抵抗式 

式 

式 

個 

1 

1 

3 

 

 

基礎地盤の変位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Y1工区(A2)計測 

周辺地盤 

層別沈下計２ 

間隙水圧計 

   挿入式傾斜計２ 

 

 

電磁誘導式 

ＭＰシステム 

 

式 

式 

個 

個 

箇所 

1 

1 

8 

6 

1 

 

 

周辺地盤層別沈下 

周辺地盤水位 

周辺地盤側方変位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Y2工区(A3)計測 

  基礎地盤 

層別沈下計 

周辺地盤 

層別沈下計 

   挿入式傾斜計 

 

 

摺動抵抗式 

 

電磁誘導式 

 

式 

式 

個 

式 

個 

箇所 

1 

1 

5 

1 

10 

1 

 

 

基礎地盤の変位 

 

周辺地盤層別沈下 

周辺地盤側方変位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 Y3工区(B3)計測 

  基礎地盤 

層別沈下計 

 

 

摺動抵抗式 

式 

式 

個 

1 

1 

3 

 

 

基礎地盤の変位 
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工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 水準測量（ﾚﾍﾞﾙ） 

   層別沈下計頭部 

沈下板 

PCB矢板護岸頭部 

三次元光波測量 

 沈埋部 

 アプローチ部 

   咲洲側換気所 

夢洲換気所 

基準点測量（3 級） 

  咲洲域内 

  夢洲域内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式 

箇所 

箇所 

箇所 

式 

箇所 

箇所 

箇所 

箇所 

式 

箇所 

箇所 

1 

4 

8 

2 

1 

44 

132 

4 

4 

1 

4 

2 

 

咲洲側2、夢洲側2 

 

 

 

躯体構造物の変位 

咲洲側、夢洲側 

周辺地盤地表面変位 

周辺地盤地表面変位 

 

GPS測量 

GPS測量 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 継手相対変位計測 

 沈埋部 

 アプローチ部 

 

スケールによる目視 

スケールによる目視 

式 

箇所 

箇所 

1 

44 

64 

 

沈埋函継手間水平・鉛直変位 

沈埋函継手間水平・鉛直変位 

 

工 種 名 称 規 格 単位 数量 摘 要 

 電位測定 

沈埋部 

立坑部 

 

 

式 

箇所 

箇所 

1 

2 

1 

 

2号函、8号函 

夢洲側 

 

 

 

 

 












































































